
小平市教育委員会会議録

――１ ０ 月 臨 時 会――

平成２４年１０月１日（月）



- 1 -

平成２４年１０月 教育委員会臨時会

開 催 日 時 平成２４年１０月１日（月） 午前８時４５分～午前８時５８分

開 催 場 所 ５０５会議室

出 席 委 員 伊藤文代委員

関口徹夫委員

高槻成紀委員

森井良子委員

説明のための出席者 有馬哲雄教育部長

内野雅晶教育部理事兼指導課長

松原悦子教育部理事（生涯学習・体育・図書館）

滝澤文夫教育庶務課長

書 記 伊藤祐子教育庶務課長補佐、根岸玄教育庶務課主事

傍 聴 者 ０名

午前８時４５分 開会

○有馬教育部長

教育委員の皆様には、ご多用のところ、早朝からお集まりいただきましてありがとうございま

す。

本日は、山田委員からご都合によりご欠席との届け出をいただいております。

さて、委員長及び委員長職務代理者につきましては、本年９月３０日をもって任期満了となっ

ております。委員長が選任されるまでは、小平市教育委員会会議規則第９条の規定に基づきまし

て、年長の委員が委員長の職務を代理することとなっております。

委員の皆様のうち高槻委員が年長委員でいらっしゃいますので、議事進行をお願いしたいと存

じます。

よろしくお願いいたします。

○高槻委員

それでは、小平市教育委員会会議規則第９条の規定に基づきまして、委員長選任までの議事を

進めさせていただきます。

不慣れですが、よろしくお願いします。

（開会宣言）

ただいまから教育委員会臨時会を開催いたします。

議事に入ります前に、事務局からの報告があると伺っておりますので、有馬教育部長からお願
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いします。

○有馬教育部長

ご案内のとおり、市議会９月定例会初日におきまして、森井委員並びに阪本教育長の教育委員

としての任期が９月３０日をもって満了することに伴い、再度、森井良子氏を任命、また、新た

に関口徹夫氏を教育委員に任命することにつき同意を求める議案が市長より上程され、即日同意

の議決がなされました。

森井委員、関口委員には、先ほど市長から教育委員の辞令が交付されたところでございます。

以上でございます。

○高槻委員

それではここで、森井委員、関口委員からご挨拶をいただきたく存じます。

森井委員、お願いいたします。

○森井委員

森井でございます。この度、議会において任命の同意をいただきました。重責に身の引き締ま

る思いですが、気持ちを新たに、委員として力を尽くして参りたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○高槻委員

ありがとうございます。それでは、関口委員お願いします。

○関口委員

先ほど教育委員を拝命いたしました関口でございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

（日程第１）

○高槻委員

ありがとうございました。

それでは、議事に入りたいと存じます。

はじめに、日程第１「小平市教育委員会委員長の選挙について」を議題といたします。

委員長の選任につきましては、小平市教育委員会会議規則第７条に、「委員長の選挙は、指名

推選の方法によって行う。ただし、これにより難いときは、単記無記名投票の方法によるものと

し、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。」と規定されてございます。

ここでお諮りいたします。

小平市教育委員会会議規則第７条に基づき、指名推選の方法により委員長の選挙を行うことに、

ご異議ございませんか。
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－「異議なし」の声あり－

○高槻委員

ご異議なしと認め、指名推選によるものと決定いたしました。どなたか指名をお願いいたしま

す。

○森井委員

伊藤委員にお願いしたいと思います。伊藤委員におかれましては、教育に関しての知識や見識

が豊富なばかりでなく、小平市の教育に対して常に真剣に取り組んでおられます。委員長として

伊藤委員をおいて他に適任の方はいらっしゃらないと存じます。引き続き伊藤委員にぜひお願い

いたしたいと存じます。

○高槻委員

ありがとうございます。

それではお諮りいたします。ただいま森井委員からご指名いただきました、伊藤委員を委員長

に選任することにご異議ございませんでしょうか。

－「異議なし」の声あり－

○高槻委員

ご異議ございませんので、伊藤委員が委員長に選任されました。それでは伊藤委員長、そちら

の席に移動をお願いいたします。

○伊藤委員長

それではご挨拶させていただきます。ただいま皆様のご推挙によりまして、委員長の大役を仰

せつかりました。大変光栄に存じます。一市民として、教育委員会委員長の役割をいただきまし

て、小平市の教育に、自分が少しでもお役に立てれば、ただその思いのみでこの一年間、精一杯

務めさせていただきたいと存じます。皆さまどうかご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

それではこれより、委員長として議事を進行させていただきます。

（署名委員指名）

○伊藤委員長

次の議題に入ります前に、会議録署名委員を指名いたします。本日の会議の署名委員は、高槻

委員及び私、伊藤でございます。
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（日程第２）

○伊藤委員長

それでは、日程第２「小平市教育委員会委員長の職務代理者の指定について」を議題といたし

ます。

委員長の職務代理者の指名につきましては、小平市教育委員会会議規則第８条に、「委員長の

職務代理者の指定は、前条の規定を準用する。」とあり、委員長の選任と同様の方法によるもの

と規定されております。

ここでお諮りいたします。

小平市教育委員会会議規則第８条に基づき、指名推選の方法により委員長職務代理者の指定を

行うことにご異議ございませんか。

－「異議なし」の声あり－

○伊藤委員長

ご異議なしと認め、指名推選と決定いたします。

どなたか指名をお願いいたします。

○高槻委員

森井委員を推選したいと思います。森井委員は学校や地域において熱心に活動されており、教

育に関しての経験も豊富であることから適任と考えます。したがって、森井委員に委員長職務代

理者をお願いしたいと思います。

○伊藤委員長

それではお諮りいたします。ただいま高槻委員からご指名のありました、森井委員を委員長の

職務代理者に指定することにご異議ございませんか。

－「異議なし」の声あり－

○伊藤委員長

ご異議ございませんので、森井委員が委員長の職務代理者に指定されました。

ここで、森井委員長職務代理者から就任のご挨拶をいただきたく存じます。

森井委員長職務代理者、お願いいたします。

○森井委員

ただいま、委員長職務代理者の指定を受けました。未熟な点も多々あるかと思いますけれども、
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小平の教育のために微力ではありますが力を尽くして参りたいと思っております。委員の皆さま

におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

（日程第３）

○伊藤委員長

それでは次に、日程第３「小平市教育委員会教育長の任命について」を議題といたします。

ここでお諮りいたします。

教育長の候補となった委員は、その委員の一身上に関する案件のため、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１３条第５項の規定により、議事に参与することができないこととなりま

すが、同項ただし書の規定により、「教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言する

ことができる」とされています。

そこで、特に候補者の退席は求めずに、このまま全員が会議に出席のうえで議事を進めたいと

思いますがご異議ございませんか。

－「異議なし」の声あり－

○伊藤委員長

ご異議なしと認め、そのように決しました。

それではこれより「小平市教育委員会教育長の任命」を行います。

地方教育行政法第１６条第２項の規定により、教育長は、委員長を除く委員のうちから、教育

委員会が任命することとなっています。

私としては、地方教育行政法第１７条に定められた「教育長の職務」を考えますと、関口委員

が教育長として最も適任だと思いますので、ぜひ、関口委員にお願いしたいと思います。

皆さまはいかがでしょうか。

関口委員を教育長に任命するということでご異議ございませんか。

－「異議なし」の声あり－

○伊藤委員長

ご異議ございませんので、本日付にて関口委員を教育長に任命することと決定いたしました。

関口教育長よろしくお願いいたします。

○関口教育長

ただいま、教育委員の皆さまからご同意をいただきまして、教育長として任命していただくこ

ととなりました。皆さまご案内のとおり小平市だけでなく、全国的に教育を取り巻く環境は大変

厳しいものがございます。そういった環境の中で、教育長という重責を担うということにつきま
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しては、一段と身の引き締まる思いでございます。また、３年半に渡りまして、教育部長を務め

させていただきましたので、その経験を生かして日々研鑽に努めて参りたいと思います。

つきましては、委員の皆さまからのご指導を賜りまして、今後ともよろしくお願い申し上げま

す。挨拶とさせていただきます。

（日程第４）

○伊藤委員長

ありがとうございました。

次に、日程第４「小平市教育委員会委員の議席について」を議題といたします。

委員の議席は、小平市教育委員会会議規則第６条に、「委員の議席は、委員長が定める」と、

規定されております。

議席につきましては、現在、ご着席のとおりとし、本日欠席の山田委員には、空席となってい

る左手前の席にお座りいただきたいと存じます。

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。

おわりに、次回の教育委員会は１０月定例会となり、平成２４年１０月１８日（木曜日）、午

後２時から市役所５階５０４会議室で開催いたします。

なお、参集時刻は午後１時３０分といたします。

これをもちまして、教育委員会臨時会を閉会いたします。

午前８時５８分 閉会


